
都市計画法第３４条第１１号の規定による区域
(条例第４条第１項ただし書きに基づく予定建築物等の用途を指定した区域を除く)

１　都市計画法第３４条第１１号とは

　市街化調整区域は建築を制限する区域で、原則建築物は建てられません。
　しかし、条例で区域等を指定することにより、条件を満たす土地であれ
　ば宅地でなくても建物を建てることができます。

２　毛呂山町における都市計画法第３４条第１１号の区域

　現在、毛呂山町における条例で指定する都市計画法第３４条１１号の規
　定による区域は別図における　　　の区域となっています。
　※町が指定する指定路線に接していない場合は対象外となります。
　※令和２年４月１日より区域が縮小しています。
　なお、毛呂山町における条例で指定する都市計画法第３４条１１号の規
　定による区域には災害の危険性のあるエリアは含まれていません。

３　主な条件

（１）側溝等があり、幅員４ｍ以上の道路（町が指定する路線）に接する
　　　土地。
　　　

（２）敷地面積が１００㎡以上の土地。
　　　最低敷地面積は適用除外がありますので詳しくはお問合せください。

４　建てることができる建物
　　
　平成２７年４月１日から都市計画法第３４条第１１号による開発行為で
　建築できる建物用途は、原則として専ら居住の用に供する一戸建ての住
　宅です。
　※一戸建ての住宅は、自己用・非自己用ともに建築可能ですが、開発許
　　可の技術基準がそれぞれ異なりますので、非自己用住宅を建築希望の
　　場合は、必ずその旨を担当者に伝えてください。

５　建物を建てるときの制限
　
　平成１６年５月１日から白地地域における建築形態規制により制限され
　ています。その制限は、下表の通りです。

【用語説明】紙面の都合上他の用語説明は省略します。

６　建物の高さについて
　　
　高さ制限は１０ｍとなります。
　市街化調整区域内で行われる都市計画法第３４条第１１号及び第１２号
　による住宅以外の開発行為については高さの制限はありませんが、高さ
　１０ｍを超える建築物を建築する場合は、建築主は近隣関係者に対し、
　建築計画や日影の影響を説明していただきます。

　　　　　　問合せ先：毛呂山町役場・まちづくり整備課・開発建築係
　　　　　　電　　話：０４９－２９５－２１１２(内線１５８・１５９)
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